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池谷自治会 令和４年５月定例会 

 

於：池谷自治会館 

令和 4 年 5 月 7 日(土) 

１．会長挨拶 

新型コロナは沈静化の傾向があり、自治会活動はコロナ感染症対策をとりつつ、行

政の指針に基づき、総会で決定した課題（会員の安全・安心、防災、環境、自治会運営、

会員交流等）の課題について、新たに体制で推進する。 

 

２．本部役員、新班長の紹介 

 

３．会長からの報告事項 

１) 行政からの連絡 

ア. 新型コロナウィルス感染症対策の神奈川県対処方針 

①新しい生活様式への行動変容への啓発：SNS 等活用、3 蜜防止、基本対策 

②イベントの開催：現状では自治会行事は制限なし 

イ. 泉区アクションプラン令和 4～6 年（公報） 

ウ. 令和 4 年度 LED 防犯灯整備事業（〆5 月末） 

防犯灯みまもり：故障は防犯防災部経由地域振興課へ連絡（045-800-2397） 

エ. 横浜山下埠頭の再開発に関する意見（カジノ計画中止）募集（公報） 

令和 4 年 6 月末まで。港湾局山下埠頭再開発調整課宛 

オ．敬老パスの IC 化令和 4 年 10 月～（公報） 

 

２) 中田連合理事会関係 

ア. 中田連合自治会総会（令和 4 年 4 月 24 日 JA 南総合センター） 

上原連合会長他新体制 

中田連合自治会予算策定令和４年度方針 

イベント企画の工夫、福祉保健計画、ICT 化推進 

イ. 中田小防災拠点：総会 5 月 15 日（新体制） 

 

３） 池谷自治会関係 

ア. 総会 4 月 10 日書面評決方式（議事録参照） 

評決結果、意見・提言への対応 

イ. 令和 4 年度池谷自治会活動方針・事業計画（別添） 

ウ. 池谷活き活きプラン 

①池谷自治会要支援者台帳の整備（手上げ方式、同意・情報共有方式） 

＊令和 4 年 3 月末個人情報の災害時等支援活動での活用に関し、泉区申請承



 - 2 - 

認を得た。（該当者には泉区にて郵送にて同意確認） 

＊要援護者：高齢者（一人住まい、夫婦共高齢）、障がい者、外国人、乳幼児、

妊婦、要介護 3 以上 

＊情報管理者：自治会長（樋口） 

＊情報取扱者：総務総括（鈴木）、防犯防災部長（小島）、民生委員（高橋） 

②支援活動の見直し：中田活き活きプラン 

今後の計画：自治会としての活動の目的、運営主体、予算等を明確にする。 

＊一人住まい高齢者見守り 

活動の意義、見守り対象者の見直し、コロナ禍での活動方法の工夫 

＊災害時の支援体制作り：総務、防犯防災部 

新規支援内容、支援対象、支援する側の体制 

支援組織：会長、副会長、総務、福祉厚生、防犯防災、防災拠点、民生委員、

班長 

＊中田社会福祉保健計画： 

池谷自治会として、「こまり事相談」「幼児公園遊び」取り組み 

③令和４年度第 1 回支援 PJ 委員会：5 月 28 日（土）10 時～池谷自治会館 

参加者：会長、副会長、総務、福祉厚生部、防犯防災部、民生委員、班長 

議題 

＊池谷会員台帳の整備（所帯、要支援者） 

＊個人情報管理細則検討 

＊令和 4 年度見守り活動年間計画 

＊災害時の要支援者の支援体制つくり（池谷防災規定改訂） 

エ. 環境委員会 

①R４年度第１回環境委員会：5 月 22 日（日）１０時～池谷自治会館 

参加者：会長、副会長、総務、保健衛生部、環境事業推進員、班長 

 議題 

＊ごみ集積場の管理者制度 

清掃当番制度、アパート非会員所帯の参加状況の調査とフォロー 

＊NO17、18 について、朝日台自治会よりの改善要望対応 

＊新設集積場 NO26（9 班）の利用者調整 

②資源回収実績 

引取単価 R3 年 10 月：新聞 0、段ボール 0、雑誌 0、古布 0、アルミ 50（円/㎏） 

月 
紙類 
(kg) 

古布 
(kg) 

アルミ缶
(㎏) 

市助成金 
(円) ※予定 

マコト紙業
(円) 

合計金額
(円) 

4 4,540 350 240 15,390 12,000 27,390 
※令和 3 年度 月平均 21,919 円 
※令和 4 年度予算額に対して 10.5%（27,390 円/260,000 円） 
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４．総務からの連絡事項 

１）会費徴収(別紙)  

２）新役員名簿(別紙)、会員地図(別紙)：更新の都度、総務（鈴木）にご連絡ください 

３）年間活動方針・年間計画表 

４）新会員加入促進と対応 

 

５．各部からの連絡 

各班長、会計、福祉厚生部、交通道路部、防犯防災部、特別行事部、文化部、 

体育部、保健衛生部、女性部、子供部 

青少年指導員、スポーツ推進員、環境事業推進員、家庭防災員、 

防災拠点運営委員、 

 

６．その他連絡等 

丸の内公園除草 5 月度は中止とします。 

次回の定例会は、6 月 4 日(土) 19 時 30 分～ 池谷自治会館です。 

                               以上 

 


